
亀 山 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ３ 年 ６ 月 ２ ９ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 １ ５ 号  

 

亀 山 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

亀 山 市 都 市 計 画 税 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ４ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１９項」を「附

則 第 １ ５ 条 第 １ ６ 項 」 に 改 め る 。  

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附

則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 中 第 １ １ 項 を 削 り 、 第 １ ２ 項 を 第 １ １ 項 と し 、 第 １ ３ 項 を 第

１ ２ 項 と す る 。  

附 則 第 １ ４ 項 中 「 第 １ ３ 項 、 第 １ ８ 項 か ら 第 ２ ２ 項 ま で 、 第 ２ ４

項 、 第 ２ ５ 項 、 第 ２ ９ 項 、 第 ３ ３ 項 、 第 ３ ７ 項 か ら 第 ３ ９ 項 ま で 、

第 ４ ２ 項 か ら 第 ４ ４ 項 ま で 」 を 「 第 １ ０ 項 、 第 １ ５ 項 か ら 第 １ ９ 項

ま で 、 第 ２ １ 項 、 第 ２ ２ 項 、 第 ２ ６ 項 、 第 ２ ９ 項 、 第 ３ ３ 項 か ら 第

３ ５ 項 ま で 、 第 ３ ７ 項 か ら 第 ３ ９ 項 ま で 」 に 、 「 第 ３ ４ 項 」 を 「 第

３ ３ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 １ ３ 項 と す る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


